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日露首脳会談等開催に伴う警備協力について 

 

 

来る１２月１５日（木）から１６日（金）にプーチン・ロシア連邦大統領一行

が、日露首脳会談等のため山口県及び東京都を訪問する予定です。 

プーチン・ロシア連邦大統領をめぐっては、北方領土問題等を捉えた右翼等に

よる抗議行動等が活発に展開されることが予想されるほか、同大統領一行や同国

関連施設等を対象とした「テロ、ゲリラ」事件等の発生を未然に防止するために

万全の対策を講じる必要があります。 

この度、同大統領を始めとする関係者の安全と諸行事の円滑な遂行を確保する

ため、警察庁から警備協力を要望されているところであり、来日期間中は、警備

当局等と十分連携をとり、下記事項について、万全を期されるよう貴会傘下の会

員へ周知願います。 

 

 

別添：「日露首脳会談等開催に伴う警備協力について」 

（平成 28年 12月 6日付け国官危管第 21号） 

 

記 

 

 

 １ 日露首脳会談等（山口県長門市及び東京都）関連情報及び不審者等情報の

警察への通報連絡の徹底を指導すること。  

 

 ２ 小型航空機に対する管理強化の指導及び日露首脳会談等開催場所周辺にお

ける飛行自粛要請 

○小型航空機の飛行自粛等について、警察当局から要請があった場合は、適 

切に対処すること。 

○小型航空機及びヘリにおけるナイフ、爆発物等の危険物の持ち込み防止 

並びに機体管理の徹底を図るよう周知すること。 

 

以 上 








